
 
 

特別区広報資料 

平成２８年５月１９日 

特 別 区 長 会 事 務 局 

 

 

熊本県を震源とする地震に伴う２３区連携対応について 

 

２３特別区は、日頃から東京の活動、区民の生活を支えていただいている被

災地に対して、区民とともに関係機関と連携し、救援物資の搬送をはじめ、支

援活動を全力で行っているところです。 

この度、平成２８年５月１６日（月）に開催した特別区長会総会において、

熊本県を震源とする地震に伴う２３区連携対応について、対応方針の申し合わ

せを行いました。 

また、熊本県を震源とする地震で被災した自治体からの支援の要請を受け、

引き続き、別紙のとおり特別区が連携して職員を派遣することとしましたので、

合わせてお知らせいたします 

 

 

＜配付資料＞ 

「熊本県を震源とする地震に伴う２３区連携対応について」 

「熊本県を震源とする地震の被災自治体への特別区職員派遣について」 

 

 

○特別区長会 

東京２３区長で構成する任意団体。特別区に共通する課題についての連絡

調整及び調査研究、特別区の自治の発展を図るために必要な施策の立案及び

推進などの活動を行っている。 

会長 西川太一郎（荒川区長） 

事務局：特別区長会事務局 

（千代田区飯田橋３－５－１ 東京区政会館１９階） 

  

＜問い合わせ先＞ 

 特別区長会事務局 

 調査第１課長   菅野 03-5210-9737（直通） 

連絡調整担当課長 伊藤 03-5210-9742（直通） 
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特  別  区  長  会  

 

熊本県を震源とする地震に伴う２３区連携対応について 

 

平成２８年５月１６日（月）に開催した特別区長会総会において、４月１５

日（金）に開催した特別区長会での被災地支援の申し合わせを踏まえ、引続き

２３区で連携しながら「支援物資の提供」「職員の派遣」について、被災地の

要請に応じていくとともに、合わせて「復興支援金の拠出」を行うことを新た

に申し合わせいたしました。 

特別区長会は、今後も被災地からの要請に応じ、被災地の復旧・復興を全力

で支援して参ります。 

 

 

＜参考＞ 

■特別区から熊本市等への支援物資 

 別紙１のとおり 

 

■特別区が連携して行った職員派遣状況（今後の予定分を含む） 

別紙２のとおり 
 

 

■特別区共同で復興支援金を拠出予定 

熊本県内被災自治体 ５千万円 

大分県内被災自治体 ５百万円 

  



 
 

 

特別区から熊本市等への主な支援物資 

 

品名 

食       料       品 

アルファ米 おかゆ クラッカー 汁物 飲料水 粉ミルク 離乳食 

単位 食 食 食 食 本 缶 食 

合計 122,100  23,144  71,090  4,840  138,742  13,498  1,150  

        

品名 

日      用      品 

毛布 
紙おむつ 

（大人用） 

紙おむつ 

（小人用） 
生理用品 

トイレット 

ペーパー 

ティッシュ 

ペーパー 
おしりふき 

単位 枚 枚 枚 枚 巻 箱 枚 

合計 11,280  20,692  31,901  83,594  28,048  7,600  6,360  

                

品名 

日      用      品 

ウェット 

ティッシュ 

ポータブル 

トイレ 
タオル ごみ袋 ブルーシート 紙コップ 紙皿 

単位 個 袋 枚 枚 枚 個 枚 

合計 26,174  43,060  17,000  9,080  9,390  8,600  9,400  

                

品名 

日      用      品 

箸 石鹸 
アルコール 

消毒 
乾電池 Ｔシャツ レインコート 給水袋 

単位 膳 個 本 本 枚 枚 枚 

合計 8,450  3,420  2,310  1,060  1,500  360  28,535  

 

※このほかに、各特別区の独自対応分として支援物資を別途搬送しています。 

 

  

別紙１ 



 
 

特別区が連携して行った職員派遣状況（今後の予定分を含む） 
 

 

 

  

○被災宅地危険度判定
派遣期間 派遣区 派遣人数

4月23日～4月28日 練馬区 3
4月26日～5月2日 品川区 3
5月1日～5月8日 板橋区 3
5月1日～5月5日 練馬区 3

5月19日～5月25日 品川区 3
合計 15

※平成 28年 5月 19日現在 

○被災建築物応急危険度判定
派遣期間 派遣区 派遣人数

千代田区 1
中央区 2
港区 2
新宿区 2
文京区 2
台東区 2
墨田区 2
江東区 2
渋谷区 4
中野区 2
杉並区 2
北区 2
荒川区 2
板橋区 2
練馬区 2
足立区 2
千代田区 1
港区 2
新宿区 1
江東区 1
品川区 2
目黒区 2
大田区 2
世田谷区 2
杉並区 1
板橋区 1
葛飾区 2
江戸川区 2
合計 52

4月22日～4月26日

4月25日～4月29日

○り災証明発行支援
派遣期間 派遣区 派遣人数

千代田区 2
中央区 3
港区 3
墨田区 3
江東区 3
足立区 3
葛飾区 3
江戸川区 3
新宿区 4
文京区 3
台東区 3
北区 3
荒川区 3
品川区 3
太田区 2
渋谷区 2
目黒区 3
大田区 2
世田谷区 3
中野区 2
杉並区 3
豊島区 4
板橋区 3
練馬区 3
千代田区 2
中央区 3
港区 3
墨田区 3
江東区 3
足立区 3
葛飾区 3
江戸川区 3
合計 92

5月2日～5月10日

5月10日～5月17日

5月17日～5月24日

5月24日～5月31日

○保健師業務
派遣期間 派遣区 派遣人数

4月30日～5月5日 中野区 4
5月5日～5月10日 世田谷区 4
5月10日～5月15日 品川区 4
5月15日～5月20日 墨田区 4
5月20日～5月25日 渋谷区 4
5月25日～5月30日 荒川区 4

合計 24

○ケースワーカー業務
派遣期間 派遣区 派遣人数

文京区 1
北区 1

5月23日～5月30日 大田区 2
5月30日～6月6日 練馬区 2

合計 6

5月16日～5月23日

別紙２ 

特別区職員派遣数合計：189名 
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熊本県を震源とする地震の被災自治体への特別区職員派遣について 

 

４月１４日から頻発している熊本地震により、被災自治体では、大きな被害

を受けています。 

特別区は被災地からの要請を受けて、相互に連携し、東京都と調整しながら

引き続き、下記のとおり職員を派遣します。 

 

■派遣内容 

○り災証明関係業務職員の派遣 

 活動内容：建物家屋調査、り災証明受付・発行業務等 

 派遣期間 派遣先 派遣職員 派遣区 

第４陣 
５月24日（火）～

５月31日（火） 
熊本市 

事務職員等 

23名 

別紙の 

とおり 
 

 

  



 
 

別 紙  

 

 

○り災証明関係業務職員派遣区の内訳（第４陣） 

千代田区 ２人 

中央区 ３人 

港区 ３人 

墨田区 ３人 

江東区 ３人 

足立区 ３人 

葛飾区 ３人 

江戸川区 ３人 

合計 ２３人 

 

 

 


